
10日間かけて約40個産卵

イヌマキの生木の樹皮下を
リング状に食害

11月までに材内で羽化、
成虫のまま樹皮内で越冬

４～６月に樹皮から
脱出・産卵

◆
助
成
対
象
者

　

接
種
日
に
お
い
て
、
山
武
市
に
住
民

登
録
が
あ
る
人
及
び
外
国
人
登
録
さ
れ

て
い
る
人
の
う
ち
次
に
該
当
す
る
人


生
活
保
護
世
帯
の
人


市
民
税
非
課
税
世
帯
（
世
帯
員
全
員

が
平
成
21
年
度
市
民
税
非
課
税
）の
人

◆
助
成
金
額

接
種
費
用　

１
回
目：

３
，６
０
０
円

　
　
　
　
　

２
回
目

：

２
，
５
５
０
円

（
１
回
目
と
異
な
る
医
療
機
関
の
場
合

２
回
目
3
，6
0
0
円
）

◆
申
請
受
付
場
所
及
び
期
限

　

健
康
支
援
課
（
松
尾
Ｉ
Ｔ
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
）

（
健
康
支
援
課
へ
来
ら
れ
な
い
人
は
、
成

東
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
山
武･

蓮
沼

出
張
所
で
も
受
け
付
け
ま
す
。）

　

３
月
31
日
（
土
日
祝
日
除
く
）

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑
（
自
動
印
不
可
）

②
申
請
に
来
た
人
の
運
転
免
許
証
ま
た

　

は
被
保
険
者
証
（
本
人
確
認
の
た
め
）

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ

ン
接
種
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
前
倒
し

さ
れ
、
全
て
の
優
先
接
種
者
と
健

康
な
大
人
や
１
歳
未
満
の
小
児
も

接
種
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
医
療
機
関
に
よ
っ
て
は
、
接
種

状
況
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
か
か

り
つ
け
医
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

生
活
保
護
世
帯
お
よ
び
市
民
税
非
課
税

世
帯
に
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ

ン
接
種
費
用
の
助
成
を
し
て
い
ま
す

③
平
成
21
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ

　

れ
た
人
は
、
平
成
21
年
１
月
１
日
の

　

住
所
地
の
役
所
が
発
行
し
た
世
帯
員

　

全
員
の
非
課
税
証
明
書

◆
償
還
払
い
に
つ
い
て

　

山
武
郡
市
以
外
の
医
療
機
関
で
接
種

さ
れ
た
人
や
無
料
券
の
発
行
前
に
接
種

さ
れ
た
人
は
、
接
種
料
金
を
医
療
機
関

に
支
払
い
、
そ
の
後
償
還
払
い
の
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
い
こ
と
は
健

康
支
援
課
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

健
康
支
援
課
保
健
予
防
係　
　

☎ 

0
4
7
9

（80）
8
3
8
3

《
必
ず
届
け
出
を
》

　

国
民
健
康
保
険
を
使
用
し
、
治
療
を

受
け
る
場
合
は
、「
第
三
者
行
為
に
よ
る

傷
病
届
」
が
必
要
で
す
。

《
届
け
出
に
必
要
な
も
の
》

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
・
免
許

証
・
印
か
ん
・
相
手
方
の
連
絡
先
及
び

加
入
保
険
な
ど
の
メ
モ

◆
提
出
す
る
書
類

●
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
傷
病
届

●
念
書
（
被
保
険
者
側
）

●
誓
約
書(

相
手
側)

（
後
日
で
も
可
）

●
事
故
発
生
状
況
報
告
書

●
交
通
事
故
証
明
書
（
後
日
で
も
可
）

◆
届
出
先

　

市
民
課
国
民
健
康
保
険
係

《
医
療
費
負
担
は
加
害
者
の
責
任
》

　

第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
受
け
た
傷

病
の
医
療
費
は
、
本
来
加
害
者
が
全
額

負
担
す
べ
き
も
の
で
す
。
被
保
険
者
証

を
使
用
し
治
療
を
受
け
た
場
合
、
国
民

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ
！

交
通
事
故
（
第
三
者
行
為
）
で
被
保
険
者
証
を
使
用
す
る
場
合

は
届
出
が
必
要
で
す

　

交
通
事
故
な
ど
、
第
三
者（
加
害
者
）が
原
因
と
し
て
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
場
合
で
も
、被
保
険
者
証
を
使
用
し
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※

た
だ
し
、
無
免
許
運
転
・
飲
酒
運
転
な
ど
重
大
な
違
反
や
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
を

除
き
ま
す

健
康
保
険
は
加
入
者
の
医
療
費
を
一
時

的
に
立
て
替
え
、
あ
と
か
ら
加
害
者
に

費
用
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

《
示
談
を
す
る
前
に
》

　

示
談
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
内
容
が

優
先
さ
れ
て
国
民
健
康
保
険
で
立
て
替

え
た
医
療
費
を
加
害
者
に
請
求
で
き
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
示
談
の
前

に
、必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
　

市
民
課
国
民
健
康
保
険
係

☎
（80）

１
１
４
３

山
武
郡
市
内
の
医
療
機
関
で
使
え
る
無
料
券
を
発
行
し
ま
す

（
一
部
対
象
外
の
医
療
機
関
有
り
）
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